
 

 様式第２号（第１０条関係） 

会議記録 

附属機関の名称 熊谷市公民館運営審議会 

開催日時 
令和８年２月６日（金） 

午後１時５０分から午後３時１０分まで 

開催場所 大里行政センター 第３会議室 

出席者 

熊谷市公民館運営審議会委員 ７名 

清水委員、林委員、宮澤委員、鎌本委員、小河原委員、岡委員、

前川委員 

事務局           ７名 

教育次長、中央公民館長、担当副参事、中央公民館副館長兼庶

務係長、中央公民館管理係長、中央公民館事業係長、妻沼中央

公民館長 

            計１４名 

傍聴人 ０名 

問い合わせ先 
（所管課） 

中央公民館 

℡ ０４８－５２３－０８９５ 

内容 

【議題】 
（１）令和６年度事業報告について・令和７年度事業状況について 
（２）公民館再編について経過報告 
【内容】 
 議題について説明、報告後、質疑を行った。 
公民館再編についての質疑回答概要は次のとおり。 
 
（１）令和６年度事業報告について・令和７年度事業状況について 
事務局より資料に沿い説明 
●質疑等 
【議 長】「令和７年度第１回熊谷市公民館運営審議会資料」Ｐ４

「令和６年度 直実市民大学事業報告」で午後の欄に「―（横棒）」

があるが、クラブを実施しなかったということか？ 
【事務局】午前の講座等は３０回に対し午後のクラブは２０回のた

め、お見込みのとおり午後のクラブはありませんでした。 
 
 



 

（２）公民館再編について経過報告 
事務局より資料に沿い説明 
●質疑等 
【委 員】交付金の改正で、バス研修の行き先が広くなることはあ

りがたい。また新規交付金の理事長・理事計２人の場合（理事１人

欠員の場合）に１０万円以内で交付とは、理事以外にお手伝いを頼

んだ場合のことか？ 
【事務局】理事長・理事計３人体制を想定しているが理事の引き受

け手が１人しか見つからない場合に、手伝っていただける方を探し

やすいように、謝礼にも使える交付金として考えています。 
【委 員】理事長、理事の委嘱を市が行わないとあるが、地域で委

嘱状をだすのか？ 
【事務局】地域で直接決めていただきます。これまでは地域から、

地域館長、地域主事を推薦いただき、市（教育委員会）から委嘱状

を出していたが、これからは、地域の運営協議会や地域生涯学習団

体の総会で、地域館長、地域主事に代わる理事長、理事を議決・選

任し市へ報告していただきます。その際に委嘱状の交付は、必ずし

も必要ではありません。 
【委 員】理事長、理事は地域で決めて市へ報告すればいいという

ことですが、運営協議会（地域生涯学習団体）の委員は、だれから

委嘱を受けるのか？ 
【事務局】運営協議会委員（会員）は、これまでは地域公民館長が

委嘱していたものを、運営協議会（地域生涯学習団体）へ基本的に

スライドした上で、今後は自主的な地域の団体として活動していた

だきます（活動の自主性という意味では従前からの実態に変更はあ

りません。）。規約を総会で承認し、会長、副会長、理事等を選任す

ることになります。 
【委 員】自分で自分に委嘱状を出すような感じですが、実際だれ

の名前で委嘱状を出すのでしょうか？ 
【事務局】総会の議決による選任がなされていれば、委嘱手続は必

ずしも必要ではありませんが、委嘱を行う場合は、会長からの委嘱

になります。 
【委 員】自治会長などは委嘱状をもらっていないが、同じように

理事長、理事に対しても、委嘱状はなくても、決めればいいという

ことですね。 
【事務局】おっしゃるとおりです。 
【委 員】理事長、理事への報酬については、運営協議会は関知し

ないでいいのか？ 
【事務局】市から直接謝金として支払います。公民館の留守番、カ



 

ギの管理、環境整備など市に対しての協力（ボランティア活動）に

対する謝金であり、規定の金額どおりであれば全額市の負担です。 
【議 長】地域で報酬を増やすこともできますよね？ 
【事務局】地域で決めて頂ければ可能ですが、増額分の負担は地域

（運営協議会、地域生涯学習団体）にお願いすることになります。 
【委 員】地域の活動と公民館の活動を分けると聞いた。職員の立

場や関り方は、変わるのか？変わらないのか？ 
【事務局】地域の活動に対しては、理事が主体となって行うが、職

員はその庶務を担当し基本的にはこれまで通りです。また、市の事

業に地域の協力をいただくこともあり、相互に協力する関係となり

ます。 
【委 員】安心しました。公民館は地域コミュニティーの中心であ

るので、職員にはリードしていって欲しいし、関わってほしい。 

 


